
８．市道中央 1-330 号線（駅前電車通り）の整備方針 

 

   ７章における今後の方針、具体的な展開を整理し、駅前電車通りの位置づけ、今後の方針を以下のようにまとめる。 

 

■駅前電車通りの位置づけ 

 
・駅前電車通りは「歩行者主体の回遊空間」と位置付け、中長期的にトランジットモール化を目指す。ただし、当面は自動車の通行を認める。  

 

 ①市道中央 1-330 号線整備方針 

短期的方針（賑わいのみちづくり事業） 中長期的方針 備 考 

・将来のトランジットモール化に対応できる道路整備の実施 

・歩行者優先の歩行空間の再配分 

・歩行空間と溜まり空間の確保 

・歩車道の段差を解消し、バリアフリー化 

・イベントスペースとして利用可能な空間を確保 

・軌道敷きと車道空間・歩行者空間はソフト的なイメージで明確に分離 

・植栽、ベンチを設置できる空間を確保 

・だるまや西武前付近の新設電停の実現化に対応可能な線形を考慮 

・トランジットモール化 → P74 

→ P73 

→ P73 

→ P73 

→ P80 

→ P73 

→ P73 

→ P78 

 

 ②交通運用方針 

 短期的方針 備 考 

自動車 ・あらゆる自動車交通のアクセス利便性を確保 

・歩行空間の拡幅や駐車場アクセスを確保する上で一方通行を検討 

・福井駅付近連続立体交差事業などの周辺環境の整備や福井駅前西口広場整備計画と関連して、中心市街地全体の交通処理計画 

 を策定 

→ P76 

→ P75 

→ P77 

 

路面電車 ・トランジットモール化の前提条件として、ＬＲＶ（新型低床電車）の導入を検討 → P74 

タクシー ・乗降の利便性を優先に考え、乗降スペースを確保 

・待ちスペースは景観に配慮した上で再検討 

→ P75 

→ P75 

すまいるバス ・道路一方通行規制に対応して経路変更を検討 → P75 

自転車 ・歩行者優先として走行環境を検討 

・周辺の道路外での駐輪場整備の検討 

→ P75 

→ P75 

荷捌き車 ・駅前電車通りへの荷捌き車停車帯の設置 

・地元管理による管理・運営体制づくり 

→ P76 

→ P76 

 

 ③関連施策方針 

 短期的方針 備 考 

すまいるトラム ・運用の課題を再検討し、公共交通利用促進の方策を検討 → P78 

パークアンドライ

ド駐車場 

・買い物目的のパークアンドライド駐車場実現化に向けた関係機関との協議が必要 

・広域的な交通施策として捉え県及び周辺市町村が一体となった検討が必要 

→ P79 

→ P79 

市民参加 ・イベント等の開催可能な空間を確保 

・ワークショップやシンポジウムの開催などを検討 

→ P80 

→ P81 
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